
	 
	 

昨年末、労働政策審議会労働条件分科会から「有期労働契約の在り方について」が報告

されました。この建議に基づき、通常国会に法案が提出される予定になっています。	 

私たちは、これまで法制化に向けて①合理的な理由のない有期労働契約の禁止、②法律

を逸脱した場合の無期雇用みなし規定の創設、③均等待遇の実現、④雇い止め法規制の確

立を求めてきました。残念ながら、出された建議は、合理的な理由がない場合に締結でき

ない仕組み（入口規制）が入らないなど、求めてきた内容からすれば大変不十分です。	 

働く者の使い捨てをなくすために、実効性のある有期労働契約法の実現を求め、集会を

下記の要綱で行います。	 

記	 

 
「労働者の使い捨てを許すな！有期労働法制の実現にむけた２．２４集会」	 

 日時：２０１２年２月２４日（金）１９：００	 
 場所：全水道会館	 
 資料代：５００円	 

	 

 基調報告	 棗弁護士からの解説	 
 労働行政の現場から	 	 

全労働省労働組合	 

 実例について質疑	 
 現場からの報告	 

	 

≪主催≫	 

「労働者の使い捨てを許すな！有期労働

法制の実現にむけた２．２４集会」実行

委員会	 

	 

	 

	 

全水道会館	 地図

≪事務局≫	 

全国ユニオン	 

住所：東京都渋谷区代々木 4-29-4	 

西新宿ミノシマビル 2F	 

電話：03-5371-5202	 

FAX：03-5371-5172	 


